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１．児童指導員等加配加算とは

【児童指導員等加配加算とは】

・常時見守りが必要な障害児への支援を行うなど、

支援の強化を図るために、通常求められる従業者の

員数に加え、理学療法士等を配置している場合に、

資格等の種類などに応じて算定する加算
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２．児童指導員等加配加算の要件

【要件】

・通常求められる従業者の員数に加え、理学療法士等

を常勤換算で1人以上配置していること

※配置する従業者の資格等の種類により、加算単位が異なります

※重ねて専門的支援加算を算定する場合は、さらにもう1人配置が必要

となります
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２．児童指導員等加配加算の要件

【通常求められる従業者（基準人員）】

・管理者

・児童発達支援管理責任者

・児童指導員または保育士 など

※事業所の態様や定員等により、通常求められる従業者の職種や

員数は異なります
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３．加算算定時に注意すべき事項

【加算が算定できない場合】

①通常求められる従業者（基準人員）にその日、

欠員がでている

…児童指導員や保育士が「営業時間を通じて必要な人数」や

「うち一人以上は常勤」を満たしていない場合や、児童発

達支援管理責任者や管理者が配置されていない期間など、

基準人員に欠員がでている場合は、その日の加配加算を算

定できません。
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３．加算算定時に注意すべき事項

【加算が算定できない場合】

②定員超過により、児童指導員等の加配が月単位で

常勤換算1人分を満たせない

…１月の間に定員を超過する日があり、本来加配に充てよう

としていた児童指導員等を基準人員に充てなければならず、

児童指導員等の加配が月単位で常勤換算1人分を満たせな

い場合は、加算を算定することができません
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３．加算算定時に注意すべき事項

①通常求められる従業者（基準人員）にその日、

欠員がでていないか

②定員超過により、児童指導員等の加配が月単位で

常勤換算1人分を満たせなくなっていないか
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